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第57回江戸川区総合防災訓練
概要(案)について

審議事項①



訓練概要

１ 実施日時 令和４年11月17日（木）

午前８時55分～午前10時45分
※今後の感染症の拡大状況等により、訓練を中止する

可能性がある。

２ 会 場 江戸川区篠崎町１丁目地先
「江戸川河川敷」江戸川大橋上流

３ 状況想定 午前９時にマグニチュード７.３規模の
直下型地震が東京都区部に発生し、
広域的な被害が発生しているとの想定
に基づく。

４ 参加機関 32機関 ３協力団体



６ 訓練項目構成
(1)情報収集・提供・伝達活動

(2)ライフライン復旧活動

(3)救出・救助活動

(4)道路陥没復旧活動

(5)避難所開設活動

(6)緊急物資輸送活動

(7)水難救助活動
(8)火災消火活動

５ 訓練の特徴

防災関係各機関の連携強化を図る

訓練概要

７ 新型コロナウイルス感染防止対策
(1)事前検温の徹底

(2)手洗い・アルコール消毒を実施

(3)席は十分な身体的距離を確保
(4)マスクを着用



今年度の訓練の変更点

＜新規の取り組み＞

１ 防災情報システムを活用した情報共有
（避難所開設活動訓練）

※今年度導入



今年度の訓練の変更点

＜新規の取り組み＞

２ 警視庁サインカーを活用した情報発信



今年度の訓練の変更点

＜新型コロナウイルス感染症に伴う変更点＞

１ 一般参観の中止

２ 住民訓練PRブースの中止

３ 医療活動と炊き出しの中止

※上記以外の項目は例年通り実施します。
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人員報告・訓練開始報告・本部長訓示(全機関)
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１ 情報提供活動(発災後の一報)
(ＦＭえどがわ・江戸川区)

浸水
防止

ＦＭえどがわ割込み放送
えどがわメールニュース
江戸川区ツイッター 等



２ 情報収集活動
(日本郵便・江戸川区・東京消防庁即応対処部隊・東京アンテナ工事株式会社)
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３ 情報提供活動(各機関から本部へ)



４ 電気復旧活動(東京電力・電設防災協力会)



５ 水道復旧活動(水道局・機械設備防災協力会)



６ 都市ガス復旧活動(東京ガス)



７ 通信設備の応急復旧活動(ＮＴＴ東日本)



８ 道路陥没復旧活動 (江戸川区・建設業協会)



９ 事故車両からの救出活動(警察署)



10 倒壊家屋からの救出活動
(東京消防庁即応対処部隊・消防署・消防団)



11 倒壊家屋からの救出活動(陸上自衛隊)



12 避難所開設活動(江戸川区)



13 倒壊ビルからの救出活動(消防署・フジムラ)



14 市川市との救援物資輸送活動
(市川市・江戸川区・警察署・トラック協会・リサイクル事業協同組合・
ボーイスカウト)



15 給水活動(東京都水道局・江戸川区)
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16 情報提供活動(区民へ)(ＦＭえどがわ)



17 倒壊家屋火災消火活動(消防署)



18 緊急物資輸送活動
(海上保安庁・赤帽首都圏軽自動車運送協同組合・ボーイスカウト)



19 水難救助活動
(東京消防庁即応対処部隊・消防署・海上保安庁)



20 事故車両及び放置車両の撤去活動
(自動車整備振興会・全日本レッカー協会)



21 高層ビルからの救助活動(消防署・消防団)
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22 情報提供活動(区民へ)(ＦＭえどがわ)



23 一斉放水(消防署・消防団)



終了報告・講評・挨拶(全機関)

訓練終了



地区防災計画策定地区の
追加について

審議事項②



地区防災計画策定地区の追加

小岩駅南自治会
(自治会独自で作成し、防災士を交えた意見交換会等も実施)

◆主な策定内容
１ 概説 【基本方針、地区の概要、想定される災害】

２ 活動内容について
①平常時の取り組み
②災害時の取り組み
③要配慮者等への支援
④災害時の初動計画

３ 各種帳票 【防災態勢名簿、資器材リスト、防災マップ等】



地区防災計画策定地区の追加

◆地区の位置



令和４年度
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報 告 事 項



首都直下地震等における東京の
被害想定の見直しについて

報告事項①

















震災時火災における避難場所等
の見直しについて

報告事項②



：避難場所

第９回見直し
（令和4年9月適用）

第９回見直し変更図



江戸川区災害時受援応援計画
（震災編）について

報告事項③



２.策定の背景

３.主な反映内容

東日本大震災、熊本地震等の大規模災害においては発災直後、被災自治体の行政機能が著しく低下し、
応援自治体や防災機関等の受け入れ体制の整備が十分でなかったことにより混乱が生じたため、平常
時における事前の整備を行うこと。

１.江戸川区災害時受援応援計画について

大規模災害時における外部からの適切かつ円滑な支援の受け入れを行い、必要な業務に必要な人材、
人員、資機材を充当するために策定する計画

■庁内受援体制の整備
・総合的な窓口機能を担うための受援統括課を災害対策本部に設置

・役割分担や応援職員の受入れに関する部内調整を行うための受援業務担当者を各部本部に配置

■人的受援
・受入体制及び役割

・要請手続き

・ボランティアの受け入れ

■物的受援
・受入体制及び役割

・要請手続き

・義援物資の受け入れ

■他自治体への応援
・応援体制の整備(担当の設置と役割)

・都からの要請による応援調整

・災害時協力協定団体からの応援要請

■各手続きフロー及び必要様式の整備
・人的・物的受援の手続きフロー

・区で使用する様式

・都への要請で使用する様式

■平常時における取組について

■費用負担についての考え方



大規模水害時の公的広域避難先
の確保状況について

報告事項④
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令和４年度
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国民保護法に基づく
緊急一時避難施設の指定

について

報告事項①



１．目的

４．武力攻撃事態に対する区の対応（江戸川区国民保護計画）

本部の設置
住民への退
避指示

警戒区域の設定

避難誘導

応急公用負
担等

応急復旧

・関係各所との情報共有
・都との情報連携
・警戒区域の設定

・警察、消防、医療
機関、海保、自衛
隊、隣接する区市
との連携

・ロープ、標示板等
で区域を明示

・Jアラート
・防災行政無線
・広報車
・区公式HP及びSNS

・活動に支障となる
物件等の除去

・区施設の緊急点検
・通信機器の応急復旧
・都への支援要請

国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定について（都）

２．緊急一時避難施設とは

３．指定施設（計45箇所）地下駅舎（R4.5.27指定） 区立施設（R4.9.30指定） 都立施設（R4.9.30指定）

都営地下鉄 ３箇所 区民施設 25箇所 都税事務所 １箇所

健康施設 ７箇所 都立高校 ８箇所

福祉施設 １箇所

計 ３箇所 計 33箇所 計 ９箇所

近年のロシアによるウクライナ侵攻及び北朝鮮によるミサイル発射実験を受け、
東京都としても武力攻撃事態に備えた避難場所として有効である地下施設や
堅牢な建物を緊急一時避難施設として指定する。

ミサイル攻撃等の爆風などから直接の被害を軽減するための
一時的（１～２時間程度）な避難施設であり、既存のコンク
リート造り等の堅ろうな建築物や地下施設（地下街、地下駅
舎、地下街等）
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